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育
児
講
座

　

15
日
は
、
末
吉
総
合
セ
ン
タ
ー
で

Ｏ
Ｋ
Ｊ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
田
鍋
い

ず
み
さ
ん
を
講
師
に
招
き
「
お
母
さ
ん

が
元
気
な
ら
赤
ち
ゃ
ん
も
元
気
。
お
母

さ
ん
が
笑
顔
な
ら
赤
ち
ゃ
ん
も
笑
顔
」

親
子
で
一
緒
に
楽
し
み
な
が
ら
運
動
し

ま
す
。
対
象
は
１
才
未
満
の
親
子
で

す
。
動
き
や
す
い
服
装
で
、バ
ス
タ
オ
ル
、

飲
み
物（
お
茶
）な
ど
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
29
日
は
財
部
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
で
曽
於
市
役
所
栄
養
士　

春
山

泰
子
さ
ん
を
講
師
に
招
き
「
パ
ク
パ

ク
ッ
キ
ン
グ
（
親
子
で
簡
単
ク
ッ
キ
ン

グ
）」
を
行
い
ま
す
。
対
象
は
赤
ち
ゃ

ん
か
ら
就
学
前
の
お
子
様
ま
で
、
親
子

一
緒
な
ら
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

当
日
は
、
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

育児講座
15 日と 29 日は育児講座を開催します。
７月 16 日の子育てひろばは末吉町体育館で開催
します。

お問い合わせ先
　曽於市地域子育て支援センター
　大隅　☎ 099-482-6125（直通）
　子育て携帯サイトすまいるキッズ
　http://www.smile-kids.jp/sooshi
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ひろば 親　子

ひろば

ひろば

ひろば

講　座

ひろば 親　子

※�子育て支援センターは、園庭開放・育児相談を
　実施しています。
園庭開放：午前 10 時〜午後３時（月曜日〜金曜日）
育児相談：午前 9 時〜午後４時（月曜日〜金曜日）

親子ふれあい遊び
　●会場：子育て支援センター
　●会場：大隅弥五郎伝説の里
　　午前 10 時〜午前 11 時 30 分
子育てひろば
　●会場：末吉総合センター
　●会場：財部保健福祉センター
　　子育てひろば：午前 10 時〜午前 11 時 30 分
育児講座　午前 10 時〜午前 11 時 30 分
　●会場：末吉総合センター（15 日）
　　　　　財部保健福祉センター（29 日 )

親　子

ひろば 親　子

ひろば

講　座

児童扶養手当について
児童の健やかな成長を願って

お問い合わせ先　　　　　
　各支所保健福祉課　　　
　財部　☎ 0986-72-0936
　末吉　☎ 0986-76-8807
　大隅　☎ 099-482-5925

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

①�

対
象
児
童
や
手
当
を
受
け
よ
う

と
す
る
母
ま
た
は
養
育
者
が
、

公
的
年
金
（
老
齢
福
祉
年
金
を

除
く
）
や
労
働
基
準
法
に
基
づ

く
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き

②�

児
童
が
里
親
に
委
託
さ
れ
た
り
、

児
童
福
祉
施
設
等
（
通
園
施
設

は
除
く
）
に
入
所
し
て
い
る
と

き
③�

児
童
が
、
障
害
を
有
す
る
父
に

支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
加
算

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
き

④�

児
童
や
母
、
養
育
者
が
日
本
国

内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き

⑤�

母
が
婚
姻
し
て
い
る
と
き
（
婚

姻
の
届
出
を
し
て
い
な
く
て
も
、

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
場
合
を
含
む
）

⑥�

児
童
が
父
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
る
と
き

児
童
扶
養
手
当
の
額

全
部
支
給　

月
額
４
万
１
７
２
０
円

一
部
支
給　

月
額
４
万
１
７
１
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　

～
９
８
５
０
円

　

な
お
、
こ
の
児
童
扶
養
手
当
の

額
は
、
対
象
児
童
が
１
人
の
場

合
で
す
。
児
童
が
２
人
の
場
合

は
、
こ
の
金
額
に
５
０
０
０
円
が

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
の
離
婚

な
ど
に
よ
り
父
親
と
生
計
を
と
も
に

し
て
い
な
い
児
童
の
母
親
、
ま
た
は

父
が
身
体
な
ど
に
重
度
の
障
害
が
あ

る
児
童
の
母
、
ま
た
母
に
代
わ
っ
て

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
な
ど
に
対

し
、
児
童
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ

て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

支
給
該
当
条
件

①�

父
母
が
離
婚
し
た
あ
と
、
父
と
生

計
が
同
じ
で
な
い
児
童

②
父
が
死
亡
し
た
児
童

③�
父
が
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

児
童

④
父
の
生
死
が
不
明
で
あ
る
児
童

⑤�

父
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

児
童

⑥�

父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ

れ
て
い
る
児
童

⑦�

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し

た
児
童

⑧
そ
の
他
（
棄
児
な
ど
）

　

な
お
、
児
童
と
は
18
歳
に
達
す
る

日
以
降
、
最
初
の
３
月
31
日
（
18
歳

の
年
度
末
）
ま
で
を
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
心
身
に
お
お
む
ね
中
度
以

上
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
、
20
歳
未

満
ま
で
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

加
算
さ
れ
、
３
人
以
降
は
さ
ら
に

３
０
０
０
円
ず
つ
加
算
さ
れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
の
手
続
き

　

各
支
所
保
健
福
祉
課
で
請
求
の

手
続
き
が
で
き
ま
す
。

現況届
受給者全員が毎年８月１日から８月 31 日までの間に
提出します。なお、２年間提出しないと受給資格が
なくなります

資格喪失届 受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき

証書亡失届 手当証書をなくしたとき

その他の届
氏名・住所・振込口座・印鑑の変更、受給者が死亡
したときなど

■各種届出一覧表

中小企業者への緊急保証制度

お問い合わせ先　　　　　
　経済課商工観光係　　　

　☎ 0986-76-8808
　　（内線）1172

※
緊
急
保
証
制
度
に
つ
い
て

　

国
で
は
、
経
営
環
境
が
悪
化
し
必

要
な
事
業
資
金
の
調
達
に
支
障
を
来

し
て
い
る
中
小
企
業
者
を
支
援
す
る

た
め
に
、
昨
年
10
月
30
日
に
緊
急
保

証
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。
対
象
と

な
る
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①�

国
が
指
定
し
た
業
種
の
中
小
企
業

者
②�

最
近
３
か
月
の
平
均
売
上
高
が
、

前
年
同
月
の
も
の
よ
り
３
％
以
上

減
少
し
て
い
る
。
ま
た
は
最
近
３

か
月
の
平
均
売
上
総
利
益
率
ま
た

は
平
均
営
業
利
益
率
が
、
前
年
同

期
よ
り
３
％
以
上
減
少
し
て
い

る
。

　

保
証
制
度
に
よ
る
融
資
を
う
け
る

に
は
、
市
役
所
経
済
課
で
「
特
定
中

小
企
業
者
」
認
定
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
役
所
経
済

課
商
工
観
光
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

☎
０
９
８
６

－

76

－

８
８
０
８

（
内
線
１
１
７
２
）

※�

緊
急
保
証
制
度
に
係
わ
る
保
証
料

補
助
制
度
に
つ
い
て

　

曽
於
市
で
は
、
中
小
企
業
者
で
国
の

緊
急
保
証
制
度
に
よ
る
融
資
を
受
け

ら
れ
た
方
を
対
象
に
、
上
限
額
を
も
う

け
保
証
料
額
の
50
％
を
補
助
い
た
し

ま
す
。
詳
し
く
は
市
役
所
経
済
課
商
工

観
光
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　

☎
０
９
８
６

－

76

－

８
８
０
８

（
内
線
１
１
７
２
）

事
業
名
＝
緊
急
経
済
対
策
商
工
業
借

入
金
保
証
料
補
助

対
象
者
＝
中
小
企
業
者
で
平
成
20
年

10
月
31
日
か
ら
平
成
22
年
３
月
31
日

ま
で
に
施
行
さ
れ
る
国
の
緊
急
保
証

制
度
に
よ
る
融
資
を
受
け
る
方


